
5 健 対 第 3 0 6 号 

令 和 5 年 5 月 2 3 日 

 

関係団体の長様 

 

愛 知 県 保 健 医 療 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

母体保護法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布について（通知） 

 

日頃は、本県の母子保健行政に御協力いただきありがとうございます。 

 令和５年４月 28 日付けこ成母第 51 号でこども家庭庁成育局長から別添のとおり

通知がありましたので御承知ください。 

 また、「ミフェプリストン及びミソプロストール製剤の使用にあたっての留意事項

について」は、令和５年５月 15 日付け５医安第 505 号及び５健対第 286 号で通知し

ております。 

 

 

 

担 当 健康医務部健康対策課 

    母子保健グループ（平野） 

電 話 052-954-6283（ダイヤルイン） 
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